時間外等勤務実績の登録・確認の不備
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箕面東高等学校
	
職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の入力を行い、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れがないか確認しなければならないが、ともに当該行為を怠ったため、時間外勤務手当が支給されていないものが２件あった。

	職員
	事実発生時期
	件数

	Ａ
	令和６年７月
	２件



	
検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。



監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和７年10月29日）

